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(介護老人保健施設での従来・ユニット指定短期入所療養介護事業)共通事項

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

【介護給付費の算定及び 報酬告示：指定

取扱い】 居宅サービスに

１ 基本的事項 (1) 指定短期入所療養介護事業に要する費用の額は，平成12 適 ・ 否 ・ 医療系サービスについては，全国統一単価で ○ 介護給付費請 法第41条第2項 要する費用の額

年厚生省告示第19号の別表「指定居宅サービス介護給付費 ある診療報酬との間で，一般的には価格差を設 求書(控) 報酬告示の一 の算定に関する

単位数表」により算定されているか｡ けることはないものと考えられることから，割 ○ 介護給付費請 基準（平12厚生

引は想定されていない。 求明細書(控) 省告示第19号)

(2) 指定短期入所療養介護事業に要する費用の額は，平成12 適 ・ 否 ・ 本県では，全てのサービスについて１単位＝ ○ 領収証(控) 報酬告示の二

年厚生省告示第22号の「厚生労働大臣が定める１単位の単 １０円である。 ○ サービス提供 解釈：指定居宅

価」に，別表に定める単位数を乗じて算定されているか｡ 票 サービスに要す

○ 短期入所療養 る費用の額の算

介護計画 定に関する基準

○ 診療録その他 （短期入所サー

※経過措置 令和３年９月30日までの間は，介護老人保健施設短期入所 適 ・ 否 の記録 改正告示 ビス及び特定施

(0.1％上乗せ分) 療養介護費，ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護 ○ 介護給付費算 附則第12条 設入居者生活介

費及び特定介護老人保健施設短期入所療養介護費について， 定に係る体制 護に係る部分）

それぞれの所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算 等に関する届 及び指定施設サ

定しているか。 出(控) ービス等に要す

る費用の額の算

２ 介護老人保健施設に 定に関する基準

おける短期入所療養介 の制定に伴う実

護費 施上の留意事項

(1) 介護老人保健施設短 別に厚生労働大臣が定める施設基準（施設基準・十四のイ 適 ・ 否 ・ 介護老人保健施設における短期入所療養介護 報酬告示 について(平12

期入所療養介護費及び ・ロ）に適合し，かつ，別に厚生労働大臣が定める夜勤を行 は，施設の空きベッドを利用して行われるもの 別表の9-イの 老企第40号)

ユニット型介護老人保 う職員の勤務条件に関する基準（平成12年厚生省告示第29号 であることから，所定単位数の算定（職員の配 注1

健施設短期入所療養介 の二のイ）を満たすものとして県知事に届け出た介護老人保 置数の算定），定員超過利用・人員基準欠如

護費 健施設である指定短期入所療養介護事業所において，指定短 （介護支援専門員に係るものを除く。）・夜勤 解釈 施 設 基 準 :厚 生

期入所療養介護を行った場合に，当該施設基準に掲げる区分 体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加 第2の3(1)① 労働大臣が定め

及び別に厚生労働大臣が定める基準（施設基準・十五）に掲 算については，介護老人保健施設の本体部分と る施設基準（平2

げる区分に従い，利用者の要介護状態区分に応じて，それぞ 常に一体的な取扱が行われるものであること。 7 .3 . 23厚生労働

れ所定単位数を算定しているか｡ 大 臣 告 示 第 9 6

ただし，当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満 適 ・ 否 号）

たさない場合は，所定単位数の100分の97に相当する単位数

を算定しているか｡

なお，利用者の数又は医師，看護職員，介護職員，理学療 適 ・ 否

法士，作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働

大臣が定める基準（平成12年厚生省告示第27号の四のイ）に

該当する場合は，別に厚生労働大臣が定めるところにより減

算しているか｡

(2) 特定介護老人保健 別に厚生労働大臣が定める施設基準（施設基準・十四ハ） 適 ・ 否 ※厚生労働大臣が定める利用者 報酬告示 利用者等告示：

施設短期入所療養介 に適合し，かつ，別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員 （利用者等告示・二十四） 別表の9-イの 厚 生 労 働 大 臣

護費 の勤務条件に関する基準（平成12年厚労省告示第29号の二の 難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍 注2 が 定 め る 基 準

イ）を満たすものとして，県知事に届け出た介護老人保健施 の利用者であって，サービスの提供に当たり， に 適 合 す る 利

設である指定短期入所療養介護事業所において，利用者（別 常時看護師による観察を必要とするもの 用者等（平27.3.

に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して，日中のみ 2 3厚 生 労働 大

の指定短期入所療養介護を行った場合に，現に要した時間で 臣告示第94号）

はなく，短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定

短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ

の所定単位数を算定しているか。

短期入所療養介護（老健・従来型，ﾕﾆｯﾄ型）共通

短期入所療養介護（介護老人保健施設）（共通）
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主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

ただし，当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満 適 ・ 否

たさない場合は，所定単位数の1 0 0分の97に相当する単位数

を算定しているか。

なお，利用者の数又は医師，看護職員，介護職員，理学療 適 ・ 否

法士，作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働

大臣が定める基準（平成12年厚生省告示第27号の四のイ）該

当する場合は，同告示により算定しているか。

(3) ユニットにおける 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は， 適 ・ 否 ※厚生労働大臣が定める施設基準 報酬告示

職員に係る減算 １日につき所定単位数の1 0 0分の97に相当する単位数を算定 （施設基準・十六） 別表の9-イの

しているか。 イ．日中については，ユニットごとに常時１人 注3

以上の介護職員又は看護職員を配置するこ

と。 解釈準用

ロ．ユニットごとに，常勤のユニットリーダー (第2の5(4))

を配置すること。

(4) 夜勤職員配置加算 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関 適 ・ 否 ・ 夜勤を行う職員の数は，１日平均夜勤職員数 報酬告示

する基準（平成12年厚生省告示第29号の二のイ(3)）を満た とする。１日平均夜勤職員数は，歴月ごとに夜 別表の9-イの

すものとして県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所 勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までの 注4

については，夜勤職員配置加算として，１日につき24単位を 時間を含めた連続する16時間）における延夜勤

所定単位数に加算しているか。 時間数を，当該月の日数に16を乗じて得た数で 解釈

除することによって算定し，小数点第３位以下 第2の3(2)

は切り捨てる。

(5) 個別リハビリテー 指定短期入所療養介護事業所の医師，看護職員，理学療法 適 ・ 否 ・ 当該加算は，医師，看護職員，理学療法士， 報酬告示

ション実施加算 士，作業療法士，言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別 作業療法士，言語聴覚士等が共同して利用者ご 別表の9-イの

リハビリテーション計画を作成し，当該個別リハビリテーシ とに個別リハビリテーション計画を作成し，当 注5

ョン計画に基づき，医師又は医師の指示を受けた理学療法 該計画に基づき，個別リハビリテーションを20

士，作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを 分以上実施した場合に算定すること。 解釈

行った場合は，個別リハビリテーション実施加算として，１ 第2の3(3)

日につき2 4 0単位を所定単位数に加算しているか。

(6) 認知症ケア加算 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと 適 ・ 否 ・ 認知症専門棟における介護職員等の配置につ 報酬告示

して県知事に届け出た介護老人保健施設において，日常生活 いては，次の配置を行うことを標準とする。 別表の9-イの

に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められること イ．日中については利用者10人に対し常時１ 注6

から介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所 人以上の介護職員又は看護職員を配置する

療養介護を行った場合は，１日につき76単位を所定単位数に こと。 解釈

加算しているか。 ロ．夜間及び深夜については，20人に１人以上 第2の3(1)①

※厚生労働大臣が定める施設基準 の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤

施設基準・十七を参照。 務に従事する職員として配置すること。

(7) 認知症行動・心理 介護老人保健施設短期入所療養介護費及びユニット型介護 適 ・ 否 ・ 認知症の行動・心理症状とは，認知症による 報酬告示

症状緊急対応加算 老人保健施設短期入所療養介護費について，医師が，認知症 認知機能の障害に伴う，妄想・幻覚・興奮・暴 別表の9-イの

の行動・心理症状が認められるため，在宅での生活が困難で 言等の症状を指す。 注7

あり，緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当で 解釈準用

あると判断した者に対し，指定短期入所療養介護を行った場 第2の2(13)

合は，利用を開始した日から起算して７日を限度として，１

日につき200単位を所定単位数に加算しているか。

短期入所療養介護（老健・従来型，ﾕﾆｯﾄ型）共通

短期入所療養介護（介護老人保健施設）（共通）
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短期入所療養介護（老健・従来型，ﾕﾆｯﾄ型）共通

短期入所療養介護（介護老人保健施設）（共通）

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

(8) 緊急短期入所受入 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し，居宅サービス計 適 ・ 否 ・ 本加算の算定対象期間は原則として７日以内 報酬告示

加算 画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療 とし，その間に緊急受入れ後に適切な介護を受 別表の9-イの

養介護を緊急に行った場合は，緊急短期入所受入加算とし けられるための方策について，担当する介護支 注8

て，利用を開始した日から起算して７日（利用者の日常生活 援専門員と密接な連携を行い，相談すること。

上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合 ただし，利用者の介護を行う家族等の疾病が当 解釈

は、14日）を限度として１日につき90単位を所定単位数に加 初の予想を超えて長期間に及んだことにより在 第2の3(11)

算しているか。 宅への復帰が困難になったこと等やむを得ない

ただし，認知症行動・心理症状緊急対応加算の加算を算定 事情により，７日以内に適切な方策が立てられ

している場合は，算定しない。 ない場合には，その状況を記録した上で14日を

限度に引き続き加算の算定することができる。

※厚生労働大臣が定める利用者（利用者等告示・二十五） その場合であっても，利用者負担軽減に配慮す

利用者の状態や家族等の事情により，指定居宅介護支 る観点から，機械的に加算算定を継続するので

援事業所の介護支援専門員が，緊急に指定短期入所療養 はなく，随時，適切なアセスメントによる代替

介護を受けることが必要と認めた利用者 手段の確保等について，十分に検討すること。

(9) 若年性認知症利用 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 適 ・ 否 ※厚生労働大臣が定める基準 報酬告示 大臣基準告示：

者受入加算 県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において，若 （大臣基準告示・十八） 別表の9-イの 厚生労働大臣が

年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場 受け入れた若年性認知症利用者（初老期にお 注9 定める基準 （平

合には，若年性認知症利用者受入加算として，所定単位数に ける認知症によって要介護者となった者）ごと 成27.3.23厚生労

加算しているか。 に個別の担当者を定めていること。 解釈準用 働大臣告示第95

ただし，認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定してい 第2の2(14) 号）

る場合は，算定しない。

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費及びユニット型

介護老人保健施設短期入所療養介護費 １２０単位

② 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費 ６０単位

(10) 重度療養管理加算 要介護状態区分が要介護４又は要介護５の者に限る利用者 適 ・ 否 ・ 当該加算を算定できる利用者は，次のいずれ 報酬告示

であって，別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対し かについて，当該状態が一定の期間や頻度で継 別表の9-イの

て，計画的な医学的管理を継続して行い，かつ，療養上必要 続している者であること。 注10

な処置を行った場合には，重度療養管理加算として，介護老 ・ 請求明細書の摘要欄に該当する状態を記載す

人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)，ユニット型介護老人保 ること。なお，複数の状態に該当する場合は主 解釈

健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定している場合について たる状態のみを記載すること。 第2の3(4)

は１日につき120単位を，特定介護老人保健施設短期入所療 ① 「常時頻回の喀痰吸引を実施している状

養介護費を算定している場合については１日につき60単位を 態」とは，当該月において１日当たり８回

所定単位数に加算しているか。 （夜間を含め約３時間に１回程度）以上実施

している日が20日を超える場合

※厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示・二十六） ②「呼吸障害等により人工呼吸器を使用してい

イ．常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 る状態」については，当該月において一週間

ロ．呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を実施。

ハ．中心静脈注射を実施している状態 ③「中心静脈注射を実施している状態」につい

ニ．人工腎臓を実施しており，かつ，重篤な合併症を有す ては，中心静脈注射により薬剤の投与をされ

る状態 ている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維

ホ．重篤な心機能障害，呼吸障害等により常時モニター測 持が困難な利用者。

定を実施している状態 ④「人工腎臓を実施しており，かつ，重篤な合

ヘ．膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程 併症を有する状態」については，人工腎臓を

度等級表の４級以上に該当し，かつ，ストーマの処置を 各週２日以上実施しているものであり，か

実施している状態 つ，下記に掲げるいずれかの合併症をもつも

ト．経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 の。

チ．褥瘡に対する治療を実施している状態 ａ.透析中に頻回の検査，処置を必要とする

リ．気管切開が行われている状態 インスリン注射を行っている糖尿病
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短期入所療養介護（老健・従来型，ﾕﾆｯﾄ型）共通

短期入所療養介護（介護老人保健施設）（共通）

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

ｂ.常時低血圧(収縮期血圧90mmHg以下)

ｃ.透析アミロイド症で手根管症候群や運動

機能障害を呈するもの

ｄ.出血性消化器病変を有するもの

ｅ.骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の

もの

ｆ.うっ血性心不全(ＮＹＨＡⅢ度以上)

(11) 在宅復帰・在宅療 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅰ)及び(ⅲ)並 適 ・ 否 ※厚生労働大臣が定める基準 報酬告示

養支援機能加算 びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ) 大臣基準告示・三十九の三を参照。 別表の9-イの

(ⅰ)及び経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介 注11

護費(ⅰ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す

るものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護

事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)と

して、１日につき34単位を加算しているか。

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)及び(ⅳ)並 適 ・ 否

びにユニット型介護保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)及

び経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

(ⅱ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するも

のとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設について

は、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、１日につ

き46単位を所定単位数に加算しているか。

(12) 送迎加算 利用者の心身の状態，家族等の事情等からみて送迎を行う 適 ・ 否 報酬告示

ことが必要と認められる利用者に対して，その居宅と指定短 別表の9-イの

期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は，片道につ 注12

き1 8 4単位を所定単位数に加算しているか｡

(13) その他 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により，注 適 ・ 否 報酬告示

１及び注６の規定による届出に相当する介護保健施設サービ 別表の9-イの

スに係る届出があったときは，注１及び注６までの規定によ 注14

る届出があったものとみなしているか。

(14) 連続した利用 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受 適 ・ 否 報酬告示

けている場合においては，30日を超える日以降に受けた指定 別表の9-イの

短期入所療養介護については，介護老人保健施設短期入所療 注15

養介護費を算定していないか。

(15) 療養体制維持特別 介護老人保健施設短期入所療養介護(Ⅱ)及び(Ⅲ)並びにユ 適 ・ 否 a 療養体制維持特別加算(Ⅱ)は，介護療養型老 報酬告示

加算 ニット型介護老人保健施設短期入所療養介護(Ⅱ)及び(Ⅲ)に 人保健施設の定員のうち，転換前に４：１の介 別表の9-イの

ついて，別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している 護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養 注17

ものとして県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短 施設サービス費を算定する指定介護療養型医療

期入所療養介護事業所については，当該施設基準に掲げる区 施設又は医療保険の療養病棟入院基本料１の施 解釈

分に従い，療養体制維持特別加算として，次に掲げる区分に 設基準に適合しているものとして地方厚生局長 第2の3(1)⑥

応じ，それぞれ１日につき次に掲げる所定単位数を加算して 等に届け出た病棟であったものの占める割合が ニ

いるか。 ２分の１以上である場合に，転換前の療養体制

(一) 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 27単位 を維持しつつ，質の高いケアを提供するための

(二) 療養体制維持特別加算(Ⅱ) 57単位 介護職員の配置を評価する。
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短期入所療養介護（老健・従来型，ﾕﾆｯﾄ型）共通

短期入所療養介護（介護老人保健施設）（共通）

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

※厚生労働大臣が定める施設基準 ｂ 療養体制維持特別加算(Ⅱ)において，「著し

施設基準・十八を参照。 い精神症状、周辺症状又は重篤な身体疾患又は

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志

疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要

とする認知症高齢者」とは，認知症高齢者の日

常生活自立度のランクⅣ又はＭに該当する者を

いう。

(16）加算の相互関係 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)又はユニット型 適 ・ 否 報酬告示

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)を算定している介 別表の9-イの

護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所について 注18

は、個別リハビリテーション実施加算，重度療養管理加算及

び在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定していないか。

(17 ) 総合医学管理加 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従 適 ・ 否 ① 本加算は、居宅サービス計画において当該日 報酬告示

算 い，居宅サービス計画において計画的に行うこととなってい に短期入所を利用することが計画されていない 別表の9-イ

ない指定短期入所療養介護を行った場合に、７日を限度とし 居宅要介護者に対して，居宅サービス計画を担 の(4)注1・2

て１日につき275単位を算定しているか。 当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員と

緊急時施設療養費を算定した日は、算定していないか。 適 ・ 否 連携し、利用者又は家族の同意の上，治療管理 解釈

を目的として，指定短期入所療養介護事業所に 第2の3(5)

※厚生労働大臣が定める施設基準 より短期入所療養介護が行われた場合に７日を

（大臣基準告示・三十九の四） 限度として算定できる。

次のいずれにも適合すること。 利用にあたり，医療機関における対応が必要

イ 診療方針を定め、治療管理として投薬，検査，注射， と判断される場合にあっては，速やかに医療機

処置等を行うこと。 関の紹介，情報提供を行うことにより，適切な

ロ 診療方針，診断，診断を行った日，実施した投薬，検 医療が受けられるように取りはからう必要があ

査，注射，処置等の内容等を診療録に記載すること。 る。

ハ 利用者の主治の医師に対して，当該利用者の同意を得 ② 利用にあたり、診断等に基づき、診療方針を

て，当該利用者の診療状況を示す文書を添えて必要な情 定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置

報の提供を行うこと。 等を行うこと。

③ 算定する場合にあっては、診療方針、診断

名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注

射、処置の内容等を診療録に記載しておくこ

と。

④ 利用終了日から７日以内に、利用者の主治の

医師に対して、利用者の同意を得て、診療状況

を示す文書を交付すること。

交付した文書の写しを診療録に添付するとと

もに、主治の医師からの当該利用者に係る問合

せに対しては、懇切丁寧に対応すること。

⑤ 主治の医師への文書の交付がない場合には、

利用期間中を通じて、算定できない。ただし、

利用者又はその家族の同意が得られない場合

は、この限りではない。

⑥ 利用中に入院することとなった場合は、医療

機関に診療状況を示す文書を添えて必要な情報

提供を行った場合に限り、入院した日を除いて

算定できる。

⑦ 緊急時施設療養費を算定した場合には、本加

算は算定できない。



- 6 -

短期入所療養介護（老健・従来型，ﾕﾆｯﾄ型）共通

短期入所療養介護（介護老人保健施設）（共通）

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

(18) 療養食加算 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして県知事に 適 ・ 否 ※厚生労働大臣が定める療養食 ○療養食献立表 報酬告示

届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養 （利用者等告示・二十七） 別表の9-イの

介護事業所が，別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した 疾病治療の直接手段として，医師の発行する (5)注

ときは，１日につき３回を限度として８単位を加算している 食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び

か。 内容を有する糖尿病食，腎臓病食，肝臓病食， 解釈準用

胃潰瘍食，貧血食，膵臓病食，脂質異常症食， (第2の2(16)）

イ．食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理され 痛風食及び特別な場合の検査食

ていること。

ロ．利用者の年齢，心身の状況によって適切な栄養量及び ・ 当該加算は，入所者の病状等に応じて，医師

内容の食事の提供が行われていること。 より入所者に対し疾患治療の直接手段として発

ハ．食事の提供が，定員超過利用・人員基準欠如に該当し 行された食事せんに基づき，厚生労働大臣が定

ていない指定短期入所療養介護事業所において行われて める療養食が提供された場合に算定すること。

いること。 ・ 療養食の摂取の方法については，経口又は経

管の別は問わない。

（19）認知症専門ケア加 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 適 ・ 否 ① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若 報酬告示

算 都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所にお しくは行動が認められることから介護を必要と 別表の9-イの

て、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケ する認知症の者」とは、日常生活自立度のラン (6)注

アを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につ クⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものと

き次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい する。

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ 解釈

の他の加算は算定しない。 ② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合 第2の3(14)

が1/2以上の算定方法は、算定日が属する月の

（一） 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位 前３月間の利用者実人員数又は利用延人員数

（二） 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位 （要支援者を含む）の平均で算定すること。

届出を行った月以降においても、直近３月間

※厚生労働大臣が定める基準 の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合

（大臣基準告示・三の二） につき、毎月継続的に所定の割合以上であるこ

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) とが必要である。なお、その割合については、

① 施設における入所者の総数のうち，日常生活に支障 毎月記録するものとし、所定の割合を下回った

をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められる 場合については、直ちに加算の取り下げの届出

ことから，介護を必要とする認知症の対象者の占める を提出しなければならない。

割合が２分の１以上であること。

② 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者 ③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技

を，対象者の数が20人未満である場合にあっては，１ 術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を

以上，対象者の数が20人以上である場合にあっては， 活用して行うことができるものとする。

１に，対象者の数が19を超えて10又はその端数を増す この際、個人情報保護委員会・厚生労働省

ごとに１を加えて得た数以上配置し，チームとして専 「医療・介護関係事業者における個人情報の適

門的な認知症ケアを実施していること。 切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

③ 施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項 「医療情報システムの安全管理に関するガイド

の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催して ライン」等を遵守すること。

いること。

④ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、

ロ．認知症専門ケア加算(Ⅱ) 「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看

① イの基準のいずれにも適合すること。 護に係る適切な研修を指すものとする。

② 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了してい

る者を１名以上配置し，施設全体の認知症ケアの指導 ⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」と

等を実施していること。 は、「認知症介護指導者研修」及び認知症看護

③ 施設における介護職員，看護職員ごとの認知症ケア に係る適切な研修を指すものとする。

に関する研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を

実施又は実施を予定していること。
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短期入所療養介護（老健・従来型，ﾕﾆｯﾄ型）共通

短期入所療養介護（介護老人保健施設）（共通）

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

※認知症介護実践リーダー研修：「認知症介護実

※厚生労働大臣が定める者 践者等養成事業の実施について」（平成18年

（利用者等告示・二十八の二） ３月31日老発第0331010号厚生労働省老健局

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認 長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の

められることから介護を必要とする認知症の者 円滑な運営について」（平成18年３月31日老

計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に

規定する研修

※認知症介護指導者研修：「認知症介護実践者等

養成事業の実施について」、「認知症介護実

践者等養成事業の円滑な運営について」に規

定する研修

⑥ 併設事業所及び介護老人保健施設の空床利用

について

併設事業所であって本体施設と一体的に運営

が行われている場合及び介護老人保健施設の空

床を利用して介護老人保健施設を行う場合の認

知症専門ケア加算の算定は、本体施設である介

護老人保健施設と一体的に行うものとするこ

と。具体的には、本体施設の対象者の数と併設

事業所の対象者の数（介護老人保健施設の空床

を利用して指定短期入所療養介護を行う場合に

あっては、当該指定短期入所療養介護の対象者

の数）を合算した数が20人未満である場合にあ

っては、１以上、当該対象者の数が20人以上で

ある場合にあっては、１に、当該対象者の数が

19を超えて10又はその端数を増すごとに１を加

えて得た数以上の④又は⑤に規定する研修を修

了した者を配置している場合に算定可能とな

る。

(20) 緊急時施設療養費 利用者の病状が著しく変化した場合に，緊急その他やむ得

ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定して

いるか｡

ア．緊急時治療管理 518単位 適 ・ 否 報酬告示

① 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる 別表の9-イの

場合において緊急的な治療管理としての投薬，検査，注 (7)の(一)

射，処置等を行った場合に算定しているか｡

② 同一の利用者について１月に１回，連続する３日を限

度として算定しているか｡

イ．特定治療

医科診療報酬点数表第１章及び第２章において，高齢者 適 ・ 否 報酬告示

の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第64条 別表の9-イの

第３項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算 (7)の(二)

定されるリハビリテーション，処置，手術，麻酔又は放射

線治療（別に厚生労働大臣が定めるものを除く。）を行っ

た場合に，当該診療に係る医科診療報酬点数表第１章及び ※厚生労働大臣が定めるリハビリテーション，処

第２章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定している 置，手術，麻酔又は放射線治療

か｡ 利用者等告示・二十八を参照。
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主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

(21) サービス提供体制 別に厚生労働大臣労働大臣が定める基準に適合しているも 適 ・ 否 ※厚生労働大臣が定める基準 報酬告示

強化加算 のとして県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が， （大臣基準告示・四十） 別表の9-イの

利用者に対し，指定短期入所療養介護を行った場合は，当該 イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) (8)の注

基準に掲げる区分に従い，１日につき次に掲げる所定単位数 ・次のいずれにも適合すること。

を加算しているか。 (一) 次のいずれかに適合すること。 解釈

ただし，次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に ａ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健 第2の3(15)

おいては，次に掲げるその他の加算は算定しない。 施設である指定短期入所療養介護事業所の

介護職員の総数のうち，介護福祉士の占め

る割合が100分の80以上であること。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２単位 ｂ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健

施設である指定短期入所療養介護事業所の

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) １８単位 介護職員の総数のうち，勤続年数10年以上

の介護福祉士の占める割合が100分の35以上

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 であること。

(二) 定員超過利用・人員基準欠如に該当してい

ないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

・次のいずれにも適合すること。

(一) 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健

施設である指定短期入所療養介護事業所の

介護職員の総数のうち，介護福祉士の占め

る割合が100分の60以上であること。

(二) 定員超過利用・人員基準欠如に該当してい

ないこと。

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

・次のいずれにも適合すること。

(一) 次のいずれかに適合すること。

ａ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健

施設である指定短期入所療養介護事業所の

介護職員の総数のうち，介護福祉士の占め

る割合が100分の50以上であること。

ｂ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健

施設である指定短期入所療養介護事業所の

看護・介護職員の総数のうち，常勤職員の

占める割合が100分の75以上であること。

ｃ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健

施設である指定短期入所療養介護事業所の

指定短期入所療養介護又は介護保健施設サ

ービスを利用者又は入所者に直接提供する

職員の総数のうち，勤続年数７年以上の者

の占める割合が100分の30以上であること。

(二) 定員超過利用・人員基準欠如に該当してい

ないこと。



- 9 -

短期入所療養介護（老健・従来型，ﾕﾆｯﾄ型）共通

短期入所療養介護（介護老人保健施設）（共通）

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

(22) 介護職員処遇改善 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の 適 ・ 否 ※厚生労働大臣が定める基準 ○介護職員処遇 報酬告示

加算 賃金の改善等を実施しているものとして県知事に届け出た指 大臣基準告示・四十一を参照。 改善計画書 別表の9-イの

定短期入所療養介護事業所が，利用者に対し，指定短期入所 ○実績報告書 (9)の注

療養介護を行った場合には，当該基準に掲げる区分に従い， ・ 加算を取得しようとする介護サービス事業者 ○研修計画書

令和６年３月31日までの間，次に掲げる単位数を所定単位数 等は，加算を取得する年度の前年度の２月末日 解釈準用

に加算しているか。ただし，次に掲げるいずれかの加算を算 までに，介護サービス事業所等ごとに，当該介 (第2の2(22)）

定している場合においては，次に掲げるその他の加算は算定 護サービス事業所等の所在する都道府県知事等

しない。 に提出するものとする。 別途通知

(1) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ｢介護職員処

介護老人保健施設短期入所療養介護費等及び各加算の ・ 介護職員処遇改善計画書を一括して作成する 遇改善加算及

1000分の39に相当する単位数 場合は，一括して都道府県知事等に届け出るこ び介護職員等

(2) 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） とができる。 特定処遇改善

介護老人保健施設短期入所療養介護費等及び各加算の 加算に関する

1000分の29に相当する単位数 ・ 年度の途中で加算を取得しようとする介護サ 基本的考え方

(3) 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ービス事業者は，加算を取得しようとする月の 並びに事務処

介護老人保健施設短期入所療養介護費等及び各加算の 前々月の末日までに，都道府県知事等に提出す 理手順及び様

1000分の16に相当する単位数 るものとする。 式例の提示に

(4) 介護職員処遇改善加算（Ⅳ） ついて」

(3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位

数

(5) 介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

(3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位

数

(経過措置) 改正告示

令和３年３月31日において現に改正前の介護職員処遇改 附則第2条

善加算の届出を行っている施設であって、改正後の介護職

員処遇改善加算に係る届出を行っていないものにおける介

護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の

算定については、令和４年３月31日までの間は、なお従前

の例によることができる。

(23) 介護職員等特定処 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の 適 ・ 否 ※厚生労働大臣が定める基準 報酬告示

遇改善加算 賃金の改善等を実施しているものとして県知事に届け出た指 大臣基準告示・四十一の二を参照。 別表の9-イの

定短期入所療養介護事業所が，利用者に対し，指定短期入所 (10)の注

療養介護を行った場合には，当該基準に掲げる区分に従い，

次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 解釈準用

ただし，次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に (第2の2(23)）

おいては，次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

介護老人保健施設短期入所療養介護費等及び加算の

1000分の21に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

介護老人保健施設短期入所療養介護費等及び加算の

1000分の17に相当する単位数


